
＊　反社会的勢力でないことの表明・確約
私は、次の①のいずれかに該当し、②のいずれかに該当する行為をし、またはゴルフ場利用の表明
確約において①に関して虚偽の申告が判明した場合には利用継続を中止されても異議を申しません。
また、これにより損害が生じた場合でも一切を私の責任と致します。
①ゴルフ場の利用に際し、現在、次のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
　 しないことを確約いたします。
・暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・共生者・密接交際者（暴力団と社会的に非難される関係にある者）
②自ら又は第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約いたします。
・暴力的な要求行為・法的な責任を越えた不当な要求行為


